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個別注記表 

 

【重要な会計方針】 

１．資産の評価基準及び評価方法 

①棚卸資産 

（Ⅰ）ＡＶ関連部品   ・・・ 総平均法による原価法 

（Ⅱ）ＡＶ関連製造設備 ・・・ 個別法による原価法 

（Ⅲ）ＲＰ関連部品   ・・・ 移動平均法による原価法 

（Ⅳ）貯蔵品      ・・・ 先入先出法による原価法 

貸借対照表価額は収益性低下による簿価切下げの方法により算定。 

②有価証券 

（Ⅰ）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

（Ⅱ）その他有価証券 

時価のないもの・・・ 移動平均法による原価法 

③デリバティブ 

時価法 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（下記記載を除く）                          定率法 

平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）   定額法 

      工具、器具及び備品に含まれる金型                            生産高比例法 

②無形固定資産（電話加入権は除く）                    定額法 

 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期 

 間（５年）に基づく定額法によっております。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

   

３．引当金の計上方法 

①貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

従業員に対する支給見込額にもとづき計上しております。 

③退職給付引当金 

当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額にもとづき計上しております。数

理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。過去勤

務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理しておりま

す。 

④修繕引当金 

営業用倉庫の大規模修繕に要する支出に備えるため、その支出見込額に基づき、当事業年度

に負担すべき金額を計上しております。なお、修繕引当金には、震災により被災した営業用

倉庫の修繕見込額が含まれており、当該見込額は流動負債に計上されております。 
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４．消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

 

５．重要な会計方針の変更 

・資産除去債務に関する会計基準 

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年

3 月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21 号 平成 20 年 3 月 31 日）を適用しています。これにより、営業利益及び経常利益は

32,875,112 円減少し、税引前当期純利益は 264,100,504 円減少しています。 

 

・資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

① 当該資産除去債務の概要 

事務所・倉庫の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

② 当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を取得から 9～50 年と見積もり、割引率は 1.45～2.62% を使用して資 

産除去債務の金額を計算しております。 

③ 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

期首残高（注）           306,502,635 円 

有形固定資産の取得に伴う増加額   152,919,710 円 

時の経過による調整額         6,563,653 円 

資産除去債務の履行による減少額        0 円 

期末残高              465,985,998 円 

（注）当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20

年 3 月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第 21 号平成 20 年 3 月 31 日）を適用したことによる期首時点における残高であります。 

 

６. 追加情報 

・修繕引当金に関する事項 

当社は従来、営業用倉庫に係る大規模修繕について修繕が実施された年度に費用計上し

ておりましたが、当事業年度より将来の見積修繕額に基づいて修繕引当金を計上すること

といたしました。これは、リペアパーツ事業を開始したことに伴い保有する営業用倉庫が

増加し、営業用倉庫の修繕に要する費用の重要性が増したことにより、期間損益計算の更

なる適正化を図るためです。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、営業

利益及び経常利益は27,469,000円減少し、税引前当期純利益は288,859,000円減少しており

ます。なお、上記影響額には、震災による見積修繕額の増加額194,260,000円が含まれてお

ります。 
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【貸借対照表関係】 

 

１．有形固定資産の減損損失累計額 

   減損損失累計額は、貸借対照表上、減価償却累計額に含めて表示しております。 

 

２．保証債務等                            〔単位：円〕  

  被 保 証 者 保証債務残高 被 保 証 債 務 の 内 容 

従  業  員 6 名 22,389,006 円 住宅資金等の銀行借入債務に対する保証 

 

 

３．関係会社に対する金銭債権債務  

短期金銭債権      ２，９８８，４６７，７３１円 

短期金銭債務      ４，２４５，７６２，２６４円 

 

 

【損益計算書関係】 

 

１．関係会社との取引高 

売上高          ７，３２６，２６７，９２８円 

仕入高          ３，９５４，９４８，４２１円 

営業取引以外の取引高   

営業外収益      ７，６３７，７３５円 

営業外費用      ４，５０６，７１１円 

 

２. 売上原価に含まれるたな卸資産評価損 

   １，０８０，８７２，８０３円 

 

３. 災害による損失の主な内訳 

仙台ＯＰＣ 建物修繕費   １５５，７５０，０００円 

七ヶ浜ＯＰＣ 建物修繕費   ３８，５１０，０００円 

その他            １５，９１１，４３９円 

   

【株主資本等変動計算書関係】 

 

１．発行済株式及び自己株式に関する事項 

区 分 期首残高 当期増加 当期減少 期末残高 

(発 行 済 株 式)  

普通株式 310 万株    0 株    0 株 310 万株
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【税効果会計に関する事項】 

 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

１．繰延税金資産の発生の主な原因    〔単位：円〕  

  

棚卸資産評価減 5,692,892,571

退職給付引当金 1,215,515 ,596

無形固定資産・減価償却超過額 443,212,059

賞与引当金 319,305,762

資産除去債務 189,609,703

修繕引当金 117,536,727

有形固定資産・減価償却超過額 106,818,558

繰越欠損金 98,366,980

未払事業所税・未払事業税 60,228,283

未払社会保険料 42,482,964

その他 18,294,748

繰延税金資産小計 8,304,263,951

評価性引当金 ▲257,700,493

繰延税金資産合計 8,046,563,458

  

２．繰延税金負債の発生の主な原因    〔単位：円〕 

 

有形固定資産（資産除去債務） ▲82,147,207

繰延税金負債合計 ▲82,147,207

    

繰延税金資産の純額 7,964,416,251
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【金融商品に関する注記】 

 

１．金融商品の状況に関する事項 

  ソニーグループでは、金融事業を営む関係会社である Sony Global Treasury Services Plc.（以

下「SGTS」）を中心として資金の集中化及び効率化をしています。そのため、当社は、資金運用

については、短期的な預金等に限定し、資金調達においては SGTS から借入しております。また、

借入金の主な使途は運転資金（短期）です。 

受取手形及び売掛金等に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図ってお

ります。また、投資有価証券は関係会社株式及び非上場株式であります。 

尚、デリバティブ取引については、SGTS と実需の範囲で、外貨建債権債務の為替変動リスクに

対して、為替予約取引を実施しております。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

  平成２３年３月３１日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表

には含めておりません((注２)参照のこと。)。 
 

〔単位：円〕 

 貸借対照表 

計上額（＊） 

時価（＊） 差額 

（１）現金及び預金 126,674,232 126,674,232 － 

（２）受取手形 13,927,192 13,927,192 － 

（３）売掛金 32,129,460,092 32,129,460,092 － 

（４）未収入金 1,339,766,280 1,339,766,280 － 

（５）短期預け金 15,873,601,848 15,873,601,848 － 

（６）差入保証金 543,265,436 527,438,966 ▲15,826,470 

（７）支払手形 (2,423,650,581) (2,423,650,581) － 

（８）買掛金 (35,145,676,765) (35,145,676,765) － 

（９）短期借入金 (3,061,829,350) (3,061,829,350) － 

（10）未払金 (1,829,331,989) (1,829,331,989) － 

（11）未払費用 (1,668,377,733) (1,668,377,733) － 

（12）長期未払金 (5,815,666) (5,815,666) － 

（13）デリバティブ取引 (84,024,392) (84,024,392) － 

     （＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

（１） 現金及び預金、（２）受取手形、（３）売掛金、（４）未収入金、（５）短期預け金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。 

  （６）差入保証金 

     差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローの信用リスクを考慮した利率

で割り引いた現在価値により算定しております。 

 （７）支払手形、（８）買掛金、（９）短期借入金、（10）未払金、並びに（11）未払費用 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。 

  （12）長期未払金 

     リースに係る債務であり、想定利率で割り引いた現在価値により算定しています。 
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  （13）デリバティブ取引 

    ヘッジ会計が適用されていないもの 

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとに

決算日における契約額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次の通りです。 

 

〔単位：円〕 

区 分 

 

デリバティブ取

引の種類等 

契約額等 時 価 評価損益 

市場取引以外

の取引 

為替予約取引 

 売建 

  米ドル 

  ユーロ 

  ポンド 

 買建 

米ドル 

  ユーロ 

  ポンド 

 

 

20,110,922,116 

  962,929,078 

   145,963,989 

16,635,077,414 

88,892,765 

     5,343,250 

 

 

(174,213,740) 

    (56,902,839) 

  (2,316,686) 

  

    144,777,049 

4,505,060 

        126,764 

 

 

(174,213,740) 

（56,902,839) 

(2,316,686) 

144,777,049 

4,505,060 

126,764 

合 計 4,490,501,754 (84,024,392)    (84,024,392) 

（注２）関連会社株式（貸借対照表計上額 21,000,000 円）並びに非上場株株式（貸借対照表計上額

15,000,000 円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ･フローを見積ることなどができず、時

価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。 

 

【企業結合等に関する注記】 

 

当社は、平成２２年１月２２日の取締役会において、リペアパーツに関する事業の全部をソニ

ーイーエムシーエス株式会社より、吸収分割により承継することを決議し、平成２２年４月１日

に吸収分割を実施いたしました。 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合日 

企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む取引の概要 

①結合当事企業又は対象となった事業の名称 

・吸収分割承継会社 

名   称： ソニーサプライチェーンソリューション株式会社（当社） 

事業の内容： 国際資材調達、調達物流サービス、製品物流サービス 

国際物流サービス、情報システムサービス、その他各種 

国内海外向けサービス       

・吸収分割会社 

名   称： ソニーイーエムシーエス株式会社 

事業の内容： エレクトロニクス商品の商品設計、資材調達、実装・組立 

生産、修理・アフターサービスなど 

②企業結合日 

平成２２年４月１日 

 

③企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

ソニーイーエムシーエス株式会社を分割会社、当社を承継会社とする共通支配下における吸

収分割であり、結合後企業の名称はソニーサプライチェーンソリューション株式会社です。 
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④取引の目的を含む取引の概要 

ソニーグループにおける国内リペアパーツ調達関連の業務改革をさらに推進させるためには、

リペアパーツの受注／発注／在庫管理／物流といった一連のオペレーションを集約し、権限と

責任が明確な環境下で意志決定が速やかにできる状況を作り出すことが急務でありました。 

ソニーイーエムシーエス株式会社はこれまで、リペアパーツに対する供給／在庫管理／損益

といった面に関して責任を負ってきましたが、部品調達のグローバル化の加速への対応や、よ

り効率の良い部品供給体制を考えた場合、ソニーグループの物流を担当している当社に、リペ

アパーツに関するあらゆる権限とそれに伴う責任を移行し業務を集中させることが、更なるオ

ペレーションの効率化のためには必要不可欠と判断し、今回の分割承継に至りました。 

 

２．実施した会計処理の概要 

上記取引は、「企業結合に関する会計基準」に定める共通支配下の取引等に該当します。移転

事業に係る資産及び負債は、承継会社においても、分割会社における当該資産及び負債の適切

な帳簿価格にて計上されます。 

 

３．企業結合日に承継した資産及び負債の額 

資産   ： ２４，５３４，６４６，２９６円 

負債     ：       ６，２６６，３８５円 

 

【一株当たり情報に関する事項】 

 

１．一株当たり純資産額  １１，７４２円７８銭 

 

２．一株当たり当期純利益      ５円３６銭 

 

【重要な後発事象に関する注記】 

 

 該当事項はございません。 

 

【その他の注記】 

 

該当事項はございません。 
 


